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１ 意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｌ６－１００ 建築用板 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ５－３４ 一 浴室用すのこ 

Ｌ４－３２１１ 一 カーテンウォール 

Ｌ５－１２１２ 全 ドア構成単位板 

Ｌ６－０１ 全 建築用板 

Ｌ６－０１Ａ 全 建築用板（端部加工） 

Ｌ６－０１Ｂ 一 建築用板（加飾） 

Ｌ６－１０ 一 屋根板、天井板、壁板、床板等 

Ｌ６－１０Ａ 全 屋根板、天井板、壁板、床板等（端部加工） 

Ｌ６－１０Ｂ 一 屋根板、天井板、壁板、床板等（加飾） 

Ｌ６－１３０ 一 天井板及び壁板 

Ｌ６－１３０Ａ 一 天井板及び壁板（端部加工） 

Ｌ６－１３０Ｂ 一 天井板及び壁板（加飾） 

Ｌ６－１３０Ｃ 一 天井板及び壁板（単位板） 

Ｌ６－１４０ 一 床板 

Ｌ６－１４０Ａ 一 床板（端部加工） 

Ｌ６－１４０Ｂ 一 床板（加飾） 

Ｌ６－１４０Ｃ 一 床板（格子） 

Ｌ６－２１ 一 建築用装飾版 

Ｌ６－２１Ｊ 一 建築用装飾版（縞模様） 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ６－１１６ 屋根板及びかわら 

Ｌ６－１１７０ 屋根用縁等 

Ｌ６－１１７１ 鼻隠し及び破風板 

Ｌ６－５０ 建物用縁等 

Ｄ９－１２ 家具用板 

Ｍ１－４０ 板材 

Ｃ１－３９００B 長尺型材類 

Ｃ１－３９１０ じゅうたんブロック等 
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再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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この分類に含まれる物品 

建築用板 建築用板材 天井板 

天井板材 壁板 壁板材 

床板 床板材  
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意匠分類定義カード

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

建築用板、建築用板材及び建築用下地板、建築用下地板材のうち、下位の分類に属さないもの。 

建具用を含む。 

コンクリート型枠のせき板として使用するが、コンクリート打設後もそのまま建築板として残存させるものを含

む。 

屋上、ベランダ、バルコニー、テラス用の床板のうち、長尺の板材を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

内外装面の継ぎ目や端部に使用する板は、Ｌ６－５代の建物用縁等及びＬ６－１０１建築用装飾板。 

屋根、天井、壁、床構造の全部または大部分をそれのみで構成するものは、Ｌ４－２１０屋根、Ｌ４－３１０天

井、Ｌ４－３２００壁、Ｌ４－３３０床。 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

この分類に、旧分類Ｄ５－３４（浴室用すのこ）の一部が対応しているが、これは、特殊な事例を想定して

いる。一般的な浴室用すのこについては、次の点に留意すること。 

浴室用すのこについて、浴室用と物品名に明記されているか、使用状態図で明らかに浴室用と理解でき

るものであって、かつ、後付のものは、Ｄ５－３００に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

登録 1054373 
建築用板材 

登録 1113475 
建築用壁材 

 

登録 1164869 
建築用板材 

 


